
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成２３年 ６月 ６日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）：本研究は、ドイツにおける技術倫理のあり方を、ドイツ技術者協会（VDI）
の取り組みを中心に紹介することを通して、日本における技術者倫理の研究・教育に新たな展
開をもたらすことを目的とするものである。 
本研究では、VDIの企画による全 5 巻のシリーズ『技術－社会－自然』(1999-2003)の第 5巻

『技術者の倫理的責任』の翻訳を通して、VDI における技術倫理の特徴を明らかにし、2001年
に作成された「技術者倫理の根本原理」を詳細に分析した。 
 
研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to report on the ethics of technology 
in Germany, especially the measures and the positions of the VDI, and furthermore to offer 
a new orientation for the study and the education of engineering ethics in Japan. 
In this research we translated “Ethische Ingenieurverantwortung (Ethical Responsibility 
of Engineers)” into Japanese in order to clarify some peculiarities on the ethics of 
technology of the VDI and analyze the “Fundamentals of Engineering Ethics” (2001) in 
detail. 
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研究分野：哲学・倫理学 
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１．研究開始当初の背景 
（１）日本の高等教育機関において、技術者
倫理教育が盛んに行われるようになってき
ていたが、こうした教育はアメリカから輸入
されたものであり、授業で扱われる教科書や
参考文献なども、英語圏の研究者によって書
かれたものか、あるいはそれにならって書か
れた日本語のものかいずれかであることが

ほとんどであった。そんな中、技術者倫理教
育において進んでいるアメリカと日本との
技術者のあり方の違いから、アメリカにおけ
る技術者倫理（Engineering Ethics）をその
まま輸入することの問題点が指摘されてき
ていた。 
 
（２）一方、日本では、ハイデガーやヤスパ
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ースなどドイツの技術哲学についてはそれ
なりに研究されているものの、それと結びつ
いたドイツにおける技術倫理（ Technik- 
ethik）についてはほとんど研究されてこな
かった。また、ドイツ技術者協会（VDI）に
おける技術倫理への取り組みについてもほ
とんど取り上げられていなかった。 
 
 
２．研究の目的 
（１）ドイツ技術者協会（VDI）における技
術倫理への取り組みを概観し、そこにある基
本的な考え方を明らかにする。 
 
（２）ドイツにおける「技術」、「技術者」、
そして「技術倫理」に関する考え方を理解し、
日本やアメリカとの違いを明らかにする。そ
して、そのことによって日本の技術者倫理の
あり方を捉え直す。 
 
（３）日本とドイツにおける技術者のあり方
に関する共通点・相違点について確認した上
で、技術倫理に関する共同研究の可能性を探
る。 
 
 
３．研究の方法 
（１）まず 1981 年に刊行された VDI の歴史
『技術、技術者と社会 Technik, Ingenieure 
und Gesellshaft』や VDI の企画による全５
巻 の シ リ ー ズ 『 技 術 － 社 会 － 自 然
Technik-GesellshaftNatur』 (1999-2003)を
参考にした。 
こうした資料の研究を通して、1950年に発

表された倫理綱領「技術者の誓約 Bekenntnis 
des Ingenieurs」や VDI内の委員会「技術者
の 倫 理 的 責 任 Ethische Ingenieurver- 
antwortung」が 1998 年に新たな倫理綱領と
して作成し 2001 年に拡大版となった「技術
者倫理の根本原理 Ethische Grundsätze des 
Ingenieurberufs」の背景にある考え方など
も理解した。 
 
（２）また、『技術、技術者と社会』を参考
にしつつ、そこで挙げられている参考資料を
調べるため、国立国会図書館を訪問した。本
館には新聞 VDI-Nachrichten、関西館には雑
誌 VDI-Zeitschriftがあり、そこで閲覧する
とともに、必要な資料をコピーした。そして、
それらの資料を持ち帰り、詳細に検討した。 
 
（３）一方、前述した委員会「技術者の倫理
的責任」の委員長でもある哲学教授フービッ
ヒ氏の考える技術倫理を研究した。その際、
『技術－社会－自然』の第２巻で、フービッ
ヒ教授が中心となって編集した『技術につい
ての熟考』(2000)などの文献を参考にし、ド

イツにおける技術、技術者のあり方とフービ
ッヒ教授の考える技術倫理との関係を考察
した。 
 
（４）さらに、実際にドイツに赴き、VDI の
現在の取り組みについて調べた。また、フー
ビッヒ教授とも直接会い、VDI での取り組み
についてや彼の技術倫理に対する考え方を
確認するとともに、日本の技術（者）倫理の
研究・教育の現状についても紹介し、日本と
ドイツにおける技術者のあり方に関する共
通点・相違点について意見交換した。 
 
 
４．研究成果 
（１）まず『技術－社会－自然』の第５巻で
ある『技術者の倫理的責任』を研究協力者と
分担して翻訳しその内容を詳細に検討した。
特に、2001 年に作成された「技術者倫理の根
本原理」について詳細に理解するとともに、
その作成に携わった委員会のメンバー、特に
哲学者たちがどのような考えを持っていた
のかを考察した。この考察の成果は「ドイツ
における技術倫理と VDI（２）―『VDI の哲
学者たち』と『技術者倫理の根本原理』―」
と題した論文で発表した。 
そこでは、VDI は 1950年の「技術者の誓約」

の根本精神は生かしつつ、アメリカから発し
た技術者倫理の新たな問題に対応する形で、
新しい倫理綱領「技術者倫理の根本原理」を
作成したことを明らかにした。 
そして、その際に重要な働きをしたのが、

中央グループの「人間と技術 Mensch und 
Technik」という領域であり、さらにはそこ
に 属 す る 「 VDI の 哲 学 者 た ち VDI- 
Philosophen」であるということも示した。 
さらに、「技術者倫理の根本原理」では技

術者に固有の責任としての「共同責任」や「戦
略的責任」、様々な価値の対立の中で考えら
れなければならない「暫定的道徳」といった
概念が特徴的であることを示唆するととも
に、VDI のような機関の責任や技術者に対す
る支援も重要なものとして述べられている
ということも明らかにした。 
 
（２）次に、研究協力者とドイツにおける技
術倫理の特徴について議論した。また、実際
にドイツに赴き、シュトゥットガルト大学で
のフービッヒ教授へのインタビューを通し
て、VDI での取り組みについてや彼の技術倫
理に対する考え方を確認した。さらに、VDI
のデュッセルドルフ本部を訪問し、技術倫理
への取り組みや VDI内の委員会における技術
倫理に関しての活動やそれぞれの委員会に
おける哲学者・倫理学者等の役割、高等教育
機関との連携などについてインタビューし、
その際日本では入手することが困難なたく



 

 

さんの資料を入手することもでき、研究にと
って非常に有意義なものとなった。こうした
ことの成果として、「ドイツにおける技術倫
理の特徴――VDI『技術者倫理の根本原理』
の分析」と題した論文を発表した。 
そこでは、「根本原理」を作成するきっか

けとなったのはやはりアメリカの影響であ
り、その内容についても反映されている部分
が多い一方、その作成過程では、ドイツの状
況に対応するとともにアメリカとの違いも
意識されており、いくつかの部分で独自性が
見られることを明らかにした。それは、功利
主義に基づく行為も１つの選択肢とする戦
略的責任の考え方であり、それと関連する暫
定的道徳であるし、アメリカのように法的に
は責任を問われることのない機関の責任を
倫理綱領の中に明示するとともに、法との結
びつきを示す内容を盛り込み、具体性や拘束
力を持たせるようなことも独自性と言える
ことを示した。 
 
（３）一方、国立国会図書館等で収集した資
料などを検討し、VDI における技術倫理につ
いて考察した。特に、VDI 内の委員会のメン
バーにもなった哲学者や倫理学者の活動を
中心に研究し、その成果の一部として「フィ
ンクの技術論――ドイツにおける技術倫理
と VDI（補論）」と題した論文を発表した。 
そこで明らかにしたのは、フィンクによれ

ば、教育や労働は人間に固有の本質を作り出
しているものであるが、こうした教育や労働
が現代において我々が捉えている技術と結
びついていくのは近代になってからである
ということである。 
古代において、教育は科学的認識に関わる

ことであり、その時代の道具としての技術
Werkzeugtechnik と結びつくような技術や労
働とは無縁であった。一方で労働も、道具と
しての技術とは結びついていたが、その道具
としての技術とは異なる、事物の認識や思考
に関わるテクネーとは結びついていなかっ
た。 
それに対し、近代において科学が実践的に

なるにしたがって、技術は科学的認識や教育
と結びつき、労働も合理化されていくように
なり、そのことによって、近代技術は古代の
テクネーのように完成したものを露わにす
るというのではなく、人間の限界を越え、無
限に進歩するものとして考えられるように
なった。 
そして、それによって（技術）教育や労働

がテーマとなり、現代における我々の課題と
して問われ続けなければならないとフィン
クが考えているということも示した。 
 
（４）さらに、国立国会図書館等で収集した
資料などの検討から、VDI 内の委員会のメン

バーにもなったゲーレンの活動を中心に研
究し、その成果の一部として「ゲーレンの技
術論――ドイツにおける技術倫理と VDI（補
論２）」と題した論文を発表した。 
そこでは、ゲーレンの哲学的人間学の根本

思想である「欠陥生物」としての人間という
テーゼに基づいて、彼が技術の必然性を述べ、
そこから独自の技術論を展開していったこ
と、特にその際重要になるのが「負担免除」
と「客体化」という考え方であることを明ら
かにした。 
負担免除は、技術の発展を単なる道具から、

機械、そして自動運動する自動機械へと進め、
人間の身体的そして精神的負担をなくして
いく。このような負担免除に基づく技術の発
展の中で、技術は自然科学や産業的生産と密
接に結びつく超構造を形成しており、技術の
世界は両義性を持った「大人間」であると言
えるとゲーレンは考える。 
一方、そのような負担免除は人間的な労働

の客体化でもあり、このような客体化は脱主
体化へとつながっていく。この脱主体化の段
階にあっては、個人が自分で自分を守ること
はできず、組織によって守られるような制度
が必要である。 
さらに、技術の両義性に当面しつつ制度に

よって守られるような個々の技術者は、個人
で責任を持つことができなくなっている一
方、自己解釈を通して社会的責任を適合させ
ていくような制度的倫理が重要になってき
ており、その意味でゲーレンの技術哲学は制
度哲学の側面も持っていることを示した。 
 
（５）そして最後に、この研究に関連して発
表した論文と、『技術者の倫理的責任』の元
となった VDI 報告書 Report31 の翻訳、さら
には VDI の作成した倫理綱領「技術者倫理の
根本原理」の翻訳を研究成果報告書にまとめ
た。 
その際、VDI のデュッセルドルフ本部を再

度訪問し、技術倫理に関する取り組みについ
て情報交換を行うともに、翻訳の掲載につい
て承認を得た。また、将来『技術者の倫理的
責任』の翻訳を出版することも念頭に置いて、
出版社であるシグマ社にも連絡を取っても
らい、出版する際にはシグマ社に連絡すれば
著作権の問題はないとの回答もいただいた。  
一方、このドイツ滞在の際には、ダルムシ

ュタット大学に赴任されたフービッヒ教授
も訪問し、翻訳の過程で生じた疑問について
確認するとともに、ダルムシュタット大学で
開講されている講義「文化としての技術
Technik als Kultur」も聴講させていただい
た。技術倫理そのものの授業ではなかったも
のの、授業の進め方など非常に参考になった。  
こうしたドイツ滞在の成果を持ち帰り、最

終的に研究成果報告書を仕上げた。 
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